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農業振興地域制度の概要      平成 30 年８月作成 

 
1 制度の目的 

       農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な農地を確保し

ながら、農業振興施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。 

       

2 農業振興地域の整備に関する法律の制定まで 
 

   昭和３０年代後半～高度経済成長期  農地のスプロール化の進行、農地の利用度の低下など 
       
      （昭和 43 年 都市計画法の制定） 
 
   昭和４４年制定 農業振興地域の整備に関する法律の制定 

      
        

・国、県が確保すべき農用地面積の目標を設定  ･農用地区域からの除外の厳格化 

・公共施設の開発行為の法廷協議制度の導入  ・農用地区域への編入の促進 

 

 

3 制度の仕組み 

    国  （農林水産省） 農用地等の確保等に関する基本指針 

                                協議 

      県  （岐阜県知事） 農業振興地域整備基本方針を策定。 農業振興地域の指定 

                                  協議 

      市  （恵那市）  農業振興地域整備計画を策定 農用地区域・用途区分の指定 

                    公告・縦覧    意見提出  

                    権利者・地域住民 

 
4 恵那農業振興地域整備計画の内容 
 農業振興地域整備計画は、おおむね 10 年先を見据えて市が定める計画です。市町村はこの計画の

中で、将来にわたって農業のために利用すべき土地を「農用地区域」として定めています。 

 

 ① 農用地利用計画･･･優良農地の確保、保全をねらいとした土地利用規制計画 

    【内容】農用地区域を定め、その土地の農業上の用途区分について指定。 

  ② 農業生産基盤の整備開発計画 

 ③ 農用地の保全計画  

④ 農業経営の規模拡大等                   ①農用地利用計画 

⑤ 農業近代化施設の整備計画      

 ⑥ 農業の担い手育成、確保のための整備計画        ②～⑧ 7 つのマスタープラン   

 ⑦ 農業従事者の安定的な就業の促進             

 ⑧ 農業従事者の生活環境を確保するための整備計画 

世界の食料自給がひっ迫傾向に推移。 国内

の食料自給率 UP が重要課題となり、食料の

生産基盤である農地の確保の必要性を認識 

最近の改正（Ｈ２１） 

2 本柱で構成 

資料№１ 
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5 農業振興地域と農用地区域 
 

(1) 農業振興地域とは  今後おおむね 10 年以上にわたり、総合的に農業の振興を図るべき地域 

【岐阜県基本方針にて指定】 

 

(2) 農用地区域とは   農業振興地域内で、今後おおむね 10 年以上にわたり、農用地等として利用

を確保すべき土地【恵那市整備計画にて指定】 

 

ア. 農用地区域は地番にて管理されています。 

イ. 農用地区域の農業上の用途についても以下の種類で指定されています。 

〔農用地等の用途〕 

 農 用 地 田、畑、樹園地 

 採草放牧地 牛等を放牧する山林等          

 混牧林地  木、竹等の生育＆家畜の放牧用の土地      

※農業用施設用地 家畜舎、温室、堆肥舎、農機具収納庫など 

 

ウ. 土地利用に関する規制があります。 

・ 原則、開発・転用できません。農家住宅等の計画がある場合は、農用地区域からの除外が必要 

・ 農用地利用計画の変更の制限 → 県知事の同意が必要。除外するには要件があります。 

 

  エ. 整備計画を達成するために農業関連施策が優先的・集中的に実施されます。 

（例）土地改良事業（ほ場整備等） 中山間地域等直接支払制度 ほか 

 

オ. 税制上の優遇措置（贈与税、相続税、固定資産税等）がうけられます。 

 

 

 

※農業用施設用地とは 

恵那市が農業用施設用地として設定するものは下記の①または②としています。 

 

① 農用地区域の田・畑等に介在又は隣接しており、その農用地と一体的に保全する 

必要のある農業用施設用地（農振農用地の水田の一部に建つ農機具庫など） 

 

② 整備計画書に農業用施設用地として掲げられているもの（ライスセンター、畜舎等） 

計画書に掲げる基準 

    施設の所有者が農業の「担い手※」に位置づけられ、その施設の利用計画等により 

農業用施設用地と認められるもの。 

※ 担い手＝認定農業者 もしくは、「人・農地プラン」により担い手として 

地域で認められている農業者  

 

農用地区域に指定した土

地は、指定した用途以外に

使ってはいけません 
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農業振興地域内農用地区域イメージ図   

 

                     

      市町村境 

 

 

 

 

（通称：白地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※農用地区域（網掛け部分）は開発及び転用の制限がかかっています。（地番で指定） 

※市街化区域は、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に優先的かつ計画的に

市街化を図るべき区域」とされていることから、農業振興地域と都市計画区域の用途地域は重複しま

せん。 

 

 

 

 

 

 

☆農振農用地に隣接し、 

農地と一体利用のもの 

農業用施設用地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農用地等（田・畑・樹園地）

農用地区域 (通称：青地)  開発・転用不可 

恵那市 

森林 

都 市 計 画

用途地域 

☆ 2ｈａ以上の施設 

☆ 担い手の農業用施設 

（計画書に掲げられるもの） 

 

農業用施設用地 

 

☆10ha 以上の団地となっている農地 

☆ほ場整備事業が行われている農地 

（農地区画整理、排水事業、農道整備など） 

☆地域の農業において必要と判断された農地 

土地利用に規制あり 

農業振興地域（県によるエリア指定） 
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6 計画の変更（恵那市の場合） 

 

☆ 特別管理 … おおむね５年に一度、基礎調査を実施した結果による見直し。 

【平成 30 年（前回平成 25 年）】 

           

☆ 一般管理 … 経済事情等の情勢の推移による随時見直し。 

 【毎年７月、1 月受付】 ※例外的な見直し、緊急を要しやむを得ない場合のみ 

  

☆ 軽微な変更 … 用途区分のみの変更で、土地の面積が１ha を超えないもの 

        【随時受付】 （例：農用地区域内の田→農業用施設用地） 

 

  農用地区域内の水田等の一部に小規模な農業用倉庫（200 ㎡未満）を建てる場合も、 

用途変更（軽微な変更）の手続きが必要です。(区分：農用地→農業用施設用地) 

 

 
7 農用地区域からの除外の要件 

転用しようとする土地について、国で定める 5要件をすべて満たしており、恵那市の除外基準７要

件のどれかに該当した場合のみ除外申請が可能です。 

また、一般管理（情勢の推移）による変更は、緊急性があるものに限りますので、具体的な転用計

画があり、不要不急の用途ではないと認められるものに限られます。 

尚且つ、関係他法令（農地法、都市計画法など）の許可見込みがなければいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【農振法第 13 条第 2 項で定める 5 要件】 

すべてを満たすこと 

１． 代替地がないこと 

２． 農地の集団性に影響がないこと 

３． 担い手（認定農業者など）の利用集積に支障がないこと 

４． 土地改良施設（水路等）の機能に支障がないこと 

５． 土地改良事業等の工事完了年度の翌年度から起算して 8 年を経過していること 

【恵那市の除外基準 ７要件】  

いずれかに該当すること 

１． 公用・公共用施設用地又は公益上必要な施設用地 

２． 地域住民の生活上必要と認められる施設用地 （ただし地元の同意を得ること） 

３． 農家住宅、農家分家住宅  （除外面積の目安・・・農家住宅 700 ㎡、分家住宅 500 ㎡） 

４． やむを得ない理由による林地等への転用 

５． 災害等による農業上利用不能地 

６． 農業施策を計画又は実施するための必要な施設用地（行政計画必要） 

７． 特認事項（行政計画必要） 
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8 農業振興地域整備計画変更までの流れ 

 

 

  申請受付        毎年 7 月、１月の各 1 ヶ月間（年２回） 

 

                内容審査      記載事項・現地確認等により 要件の適否検討 

  

 

            受 理     不受理   ※除外見込みがない場合、申請者へ連絡します 

                 

                      

              整備計画の変更準備    ○関係団体への意見徴収 

○恵那市農業振興地域整備促進審議会への諮問 

 

 

岐阜県へ事前協議                 

 

 

              公告・縦覧 30 日間              ※手続きが難航した場合は除外 

              異議申立  15 日間   計 45 日間       までの期間が長くなります。 

 

 

              岐阜県へ変更協議 

        

 

               岐阜県の同意 

 

 

      第 12 条公告  除外終了 ※除外手続き完了の旨、申請者の方へ通知します。 

                         

☆次は 「農地転用」の申請になります。  

農地転用申請・・・毎月１０日締め切り、転用許可までに２ヶ月程度かかります 
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